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・日本語指導が必要な

児童生徒の転入があっ

た場合で、拠点校で交

流指導ができない場

合、日本語初期集中指

導教室から日本語指導

員の派遣を受け、自校

で日本語指導を受ける

ことができる。 

（週１時間程度）  

・保護者連絡や面談等

で通訳が必要な場合

は、拠点校や市教委か

ら通訳・翻訳支援員の

派遣を受けることができ

る。 

 

                

                   

  様式９（添付１－３） 

 

 

令和６年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【出雲市】      

 

令和６年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 
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・初期教室から児童生徒の状況引継 

・「特別の教育課程」指導計画作成 

 

■初期日本語指導 

学校生活に必要な日本語 

や習慣・教科につながる 

日本語を学ぶ 

 

 

■中期日本語指導 

教科の学習をしながら 

日本語の能力を高める 

 

学校生活を送る上で必要な最低限の初期日本語の習得及び学校生活に向けた事前指導を行う。 

保護者の就学に向けた相談等にも対応する。 

日本語初期集中指導教室 

別
室
で
取
り
出
し
指
導 

〈日本語指導拠点校〉 

県
加
配
教
員 

市
日
本
語
指
導
員
（
教
員
免
許
状
あ
り
） 

〈拠点校以外校〉 

担
任
・
教
科
担
当 

市
日
本
語
指
導
補
助
員
（ 

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
） 

担任・教科担当 

相談・助言 

■後期日本語指導 

他の児童と一緒に日本語 

で各教科等を学習する 

市
通
訳
翻
訳
支
援
員 

保護者 

在
籍
学
級
で
指
導 

保護者 

派遣 

相談・助言 

派遣 

市教委 

連携 連携 

通級指導 

日本語指導検討委員会（委員：拠点校校長、市教委学校教育課長） 

・コーディネーター部会（拠点校コーディネーター部員、市教委日本語指導担当者） 

・母語支援員部会 

（拠点校配置通訳翻訳支援員、派遣通訳翻訳支援員、日本語指導補助員） 

関連団体との定期協議 

・企業との定期協議 

相談・助言 
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本事業で連携予定の多様な関係者 

※大学、企業、非営利法人（公益法人を含む）、ボランテ

ィア団体などを記入すること。 

・出雲村田製作所 

・株式会社アバンセコーポレーション 

・フジアルテ株式会社 

・しまね国際センター 

・島根県教育委員会 

・島根県環境生活部文化国際課 

２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）運営協議会・連絡協議会の実施 

【運営協議会】 

〇日本語指導に係る検討委員会（構成員：日本語指導拠点校長６人、【事務局：学校教育課】） 

   ・実施回数：３回 

   ・実施目的：市内の日本語指導についての現状と課題の協議 

   ・協議内容：令和６年度の日本語指導支援状況、出雲市出生の子どもの増加とその対策について、中学

生の進路保障等 

〇企業との定期協議（構成員：企業関係者等、学校教育課担当者 

   ・実施回数：３回 

   ・実施目的：市内の外国人労働者の現状や日本語指導が必要な児童生徒の転入状況等の協議 

   ・協議内容：外国人労働者およびその家族の日本への転入見通し、保護者対応等 

【連絡協議会】 

〇日本語指導に係る検討委員会の専門部会（コーディネーター部会、母語支援員部会） 

   ・実施回数：コーディネーター部会１回、母語支援員部会３回 

   ・実施目的：拠点校間での情報共有やキャリア教育についての検討、母語支援員の通訳スキル向上を図る 

ため。  

   ・協議内容：個別指導計画の作成方法やアセスメントの実施方法（回数）等についての情報交換、市教委主

催キャリア教育の実施内容の検討、通訳翻訳の対応状況、研修等 

 

（２）学校における指導体制の構築 （必須実施項目） 

〇 日本語指導が必要な児童生徒が多く在籍する小学校３校（塩冶小学校、四絡小学校、中部小学校）

と中学校３校（第二中学校、第三中学校、斐川西中学校）を日本語指導拠点校（以下「拠点校」とい

う。）と位置づけ、市日本語指導員（教員免許状所有者）、通訳翻訳支援員（ポルトガル語）および企

業派遣通訳翻訳支援員、市日本語指導補助員（日本語・ポルトガル語が話せる支援者 ※教員免許

状は無し）を集中的に配置した。 

〇 来日または帰国後間もない児童生徒で初期からの日本語指導を必要とする者については、在籍校で

の学校生活をスタートさせるにあたり、２０日間、初期集中指導教室に通級させ、サバイバル日本語の

習得および学校生活に必要なルール・マナーについて指導した。 

 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 （必須実施項目）   

〇 個別の指導計画を作成し、「特別の教育課程」による日本語指導を実施した。 

４月：在籍校における対象児童生徒の実態をもとに「特別の教育課程」の編成、指導実践 

９月～２月：個別の指導計画の見直し、必要に応じた修正 

２月～３月：達成目標の評価、次年度に向けた指導計画の見直し 

 

（４）成果の普及 （必須実施項目）   

〇 出雲市教育委員会学校教育課ホームぺージで、今年度の取組状況と成果を公表（３月末）。 

 

（５） 学力保障・進路指導【重点実施項目】 

〇 拠点校での外国籍ロールモデル人材による特別授業の実施 

〇 外国にルーツをもつ児童生徒及び保護者対象の高校見学会の実施 

〇 外国にルーツのある児童生徒の保護者対象の学校説明会の実施 
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（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

 〇 市日本語指導員（１２００時間／年、９００時間／年、７４０時間／年）の配置・派遣（小学校１２人、

中学校５人、初期教室２人） 

 〇 市通訳翻訳支援員【ポルトガル語】（１５８１時間／年）の配置・派遣（小学校２人、中学校２人） 

 〇 市日本語指導補助員【ポルトガル語】（１０８０時間／年）の配置（小学校３人、初期教室１人） 

 

（１３）その他（研修会の実施） 

    〇 研修会の実施 

    【第１回 日本語指導教職員研修】 

     ・参加者：市日本語指導員、県児童生徒支援加配（日本語指導）教員、市教育研究会日本語指導

部員、管理職 （計：３５人） 

     ・内容：外国人児童生徒の望ましい受入、学校経営上の位置づけ方等 

    【第２回 日本語指導教職員研修】 

     ・参加者：市日本語指導員、県児童生徒支援加配（日本語指導）教員（計：３４人） 

     ・内容：日本語指導で求められる学力観、言語教育の動向、授業づくりのポイント等 

 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）成果：各種会議によって、様々な情報共有を行うことができ、事業推進・事業改善に向けての見通しをもつことが

できた。また状況に応じて研修を行うことで、新たな知見を得ることができた。 

   課題：児童生徒や保護者への情報提供の機会の確保や、母語支援の拡充について検討が必要である。 

（２）成果：日本語指導拠点校制度の継続により、充実した体制で指導・支援を実施することができた。また、拠点校

以外の学校に対しても、文書翻訳や指導員・支援員の派遣により、児童生徒・保護者への支援を実施する

ことができた。 

   課題：新規来日や転出入による児童生徒の増減に併せて体制を調整する必要がある。また、就学前の子ども

の保護者への情報提供を強化する必要がある。 

（３）成果：個別の指導計画の作成や定期的な見直しにより、実態に応じた個別指導を行うことができた。 

   課題：日本語指導と在籍学級での指導をより深く結びつけるために、校内での情報共有を円滑に行う必要があ

る。 

（４）成果：本市の取組について市ホームページを通じて広く周知することで、他自治体からの施策の問合せ等があ

った。 

   課題：本市に転入する前に保護者等が十分な情報を得られるよう、市ホームページへの掲載内容を充実させ

る必要がある。 

（５）成果：様々な取組を通して、児童生徒の望ましいキャリア形成や保護者の進路に関する正しい理解につながっ

た。 

   課題：参加者が増えるように、実施方法や周知方法、申込方法等を工夫する必要がある。 

（10）成果：拠点校を中心として、きめ細かな指導・支援を行うことができ、指導目標の達成や日本語ステージレベル

の向上につながった。 

   課題：在籍学級の授業に支援を受けながら参加できるような日本語能力を育成するために、児童生徒のアセ

スメントや個別の指導計画の適切な作成・評価等を通して、効果的な指導につなげる必要がある。 

（13）成果：2回の研修会を通して、望ましい指導・支援の在り方に対する理解が深まった。 

   課題：児童生徒の評価方法等についての研修が必要である。 

 

本事業で対応した幼児・児童

生徒数 

幼稚園等 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育 

学校 

特別支援 

学校 

人 

（   園） 
  110 人 

（  7 校） 

   58 人 

（  4 校） 

     人 

（   校） 
     人 

（   校）  
     人 

（   校） 
人 

（   校） 

うち、特別の教育課程で指導

を受けた児童生徒数 
 

  102 人 

（  6 校） 

   37 人 

（  4 校） 

      

人 

（   校） 
 

      

人 

（   校） 

 

      

人 

（   校） 
 

 

人 

（   校） 
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４．その他（今後の取組予定等） 

〇 日本語指導拠点校を中心とした日本語指導体制は維持しつつも、拠点校以外に在籍する児童生徒とその保護

者に対する支援の拡充について検討する。 

〇 ICTを活用した指導・支援の方法について検討する。 

〇 キャリア形成に係る取組については、関係団体との連携や実施内容・実施方法等の改善を図り、よりよい取組に

なるよう努める。 

※ 枠は適宜広げること。（複数ページになっても差し支えない） 成果物等があれば別途提出すること。 

※ 事業内容報告書の概要は、担当者・連絡先欄を除き、様式９（添付１）の５．成果イメージ資料のポンチ絵と

併せて、文部科学省ホームページで公開する。 


